
明治中期 ・私設関西鉄道桜 ノ宮線建設 と

桜 ノ宮駅 々勢 の展開
私設大阪鉄道との関連を中心に

宇 田 正

概要 現在のJR桜 ノ宮駅 は明治 中期 に私設大阪鉄道が当初春季の観桜客輸送需要 に対応す

るため に開設 した。その後私設関西鉄道が大阪市内進入の前進拠点 として 自社の桜 ノ宮駅を

併設 し,網 島か らの進入線路 も建設 した。 しか し間 もな く大阪鉄道を買収合併 した関西鉄道

の経営方針の転換 によって同社の桜 ノ宮駅 と進入線路の メ リッ トが減少 し,明 治40年 に関西

鉄道が国有化 され国鉄城東線 とな り,さ らに大正2年 に元関西鉄道の桜 ノ宮駅 と進入線路が

廃止 された。国鉄編入後の城東線改築 により旧私鉄時代の駅舎 もな くな り,同 じ場所 にあ ら

た に設置 された国鉄桜 ノ宮駅 も,昭 和戦前 ・戦後を通 して長 ら く駅周辺が開発途上の まま,

旧態依然で現在 に至 ってい る。

近年 ようや く駅周辺の再開発が進展 しつつあ るが,そ れで もこの駅が もっとも賑わいを見

せ るの は,春 の観桜期 と夏の大川端花火イ ヴェン トであ るのは興味深 い。
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Abstract The Kansei Railway Co. Ltd., having promoted its influence in railway 

business world in Osaka in the mid-Meiji period, extended its route to Sakura-

nomiya station, which was constructed by its rival, the Osaka Railway Co. Ltd., for 

cherry blossom viewers at a riverside of the Yodogawa, and adjacently built its own 

new facility as a terminal station. Shortly after, however, the Kansei Railway 

bought out the Osaka Railway. It consequently acquired the more advantageous 

terminal station of Minatomachi, then transferred its administrative emphasis into 

there. Before long in the late Meiji period, the Kansei Railway was nationalised. 

Moreover, the abolishion of the extended line towards Sakuranomiya station of the 

former Ksnsei Railway in the early Taisho resulted in survival of Sakuranomiya 

 station of Jet()  line in Japan National Railway (a railline originally constructed by 

the Osaka Railway), as an intermediate station. 

 Thereafter the development of area around the station has been made little 

progress. The station building seems to be of simplicity, despite its location in a 

large city-it remains the unchanged condition. Although in the recent years a rede-

velopment project around the station has been gradually proceeding, it is still only 

in the cherry blossom season when this area extraordinarily livens up. The scene 

has unchanged for a century.

Key words Kansei Railway Co. Ltd., Osaka Railway Co. Ltd., Sakuranomiya Sta-

           tion, JOtO Line of J.N.R., Business History of Railway
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は じ め に

現在の西 日本旅客鉄道(以 下,JR西 日本と略記)の 大阪環状線(元,日 本国有鉄道城

東線)の 桜 ノ宮駅は,当 初私設大阪鉄道梅田線の季節的な臨時停車場 として明治29年(1896

年)年4月 に開設され,や がて同31年4月 に常設となった駅をその前身としている。

それにやや遅れて同年11月 に私設関西鉄道が,既 設の大阪鉄道梅田線と接続するたあ自

社路線を延長 して上記の桜ノ宮駅に併設 して自社桜ノ宮停車場を開設 したが,程 な く同33

年5月 に大阪鉄道を吸収合併 したことにより関西鉄道桜ノ宮線の始発駅となった。その時

点で,同 駅はわが国内有数の大私鉄の路線網上の要駅という位置を占めることになったわ

けである。 しか し現在 「昔の光」を偲ばせるよすがはもはや片鱗 も留めていない。要する

に同駅は,そ の後明治40年10月 の関西鉄道国有化により国鉄城東線の一中間駅とな り下が

り,や がて大正2年11月 には城東線の整備にともない桜ノ宮線(片 町線放出 ・桜ノ宮間)

とともに廃止された。元の大阪鉄道の開設 した桜ノ宮駅は城東線の改築にともない廃止さ

れ,同 地にあらたに設置された国鉄桜ノ宮駅が,以 後昭和期に入 り,戦 後の62年4月 の国

鉄分割 ・民営化を経てそのまま現在にいたっている。

このように,桜 ノ宮駅としては実に1世 紀を超える歴史を もち,そ の間に路線の所有 ・

経営主体が4回(大 阪鉄道 ・関西鉄道 ・鉄道省 ・公共企業体 日本国有鉄道 ・JR西 日本)

も交替 してきたにも拘わ らず,現 在の駅舎は同 じ大阪環状線上の他駅のどれと比べて も目

立って小規模な複線対面式のプラットホームだけの簡素なローカル鉄道並みの構造で,部

分的な改築は見 られるものの昭和戦中以来の旧態を今なお留めている。

当駅の周辺は古 くか ら大川(旧 淀川)の 左岸に臨む近郊農村として近代以後 も広大な空

閑地のまま,か つて大阪市営上水道の水源地や国鉄の淀川貨物駅が置かれたこともあった

が,そ の分市街地としての開発は遅れていた。大阪キタの市街地とは大川で隔て られた郊

外の閑散な地区の一角に明治中期に大阪鉄道が開通 して当駅を設置 した事情については,

先に筆者が別稿(1)で明 らかにしている。そこで本稿では,そ れに引き続き同業の関西鉄道

が大阪鉄道梅田線に接続 して当地に桜ノ宮駅を併設 し,そ れを起点とする路線を建設 ・経

営 した経緯と,同 駅の駅勢の展開について考察 したいと思う。

(1)拙 稿 「明治 中期 ・私設大阪鉄道梅 田線建設お よび桜 ノ宮停車場開設事情」,『追手門経済論集』

37巻1/2合 併号所収,平 成14年12月 。
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明治中期 ・私設関西鉄道桜 ノ宮線建設 と桜 ノ宮駅 々勢の展開(宇 田)

1大 阪鉄道 ・関西鉄道間の市場再分割の動向

以下,本 稿の主題を考察する大前提としてまず大阪鉄道と関西鉄道の両私鉄の相関の構

図を示 しておこう。そ もそ もこの両私鉄は,そ の計画 ・出願段階か ら路線の重複 ・競合が

見 られたため,鉄 道行政主管庁(鉄 道局長官井上勝)は 公益的見地か ら両社計画路線網の

「分界」を命 じ,近 畿中央部の東半分 と西半分にその営業区域を分割せしあた。その結果,

大阪鉄道は大阪府 ・奈良県,関 西鉄道は滋賀県 ・三重県とあい隔たってそれぞれ独自に地

域交通経営を展開することになった。 しか し,す くな くとも関西鉄道の場合,草 津 ・四 日

市間という企業基盤では 「成長の限界」は明らかであった(2)。やがて,そ の後のわが国内

経済の発展にともない,私 鉄建設にたいするかつての地域的規制 も事実上緩和される間

に,関 西鉄道は起業当初の意図に立ち戻 りよら有利な市場条件に恵まれた大阪都市圏への

進入工作を進めることになる。
つ げ

すなわち,同 社の既設路線上の柘植か ら分岐 して西方へ伸びる新路線の建設を中軸に,

計画上接続予定の浪速鉄道(既 成線)・城河鉄道(未 成線)の 譲 り受 けを重ねて同社の大

阪方面への進出工作は着々と進捗を見た。そ してようや く明治31(1898)年11月 に大阪市
あみ じま

の東郊の一角網島に大阪側ター ミナル駅を開設 し,名 古屋 ・大阪(網 島)間 の自社路線に

よる全線開業の 日を迎えたのである。

さらにその一方,ほ ぼ同時進行の形で自社路線上の加茂か ら分岐 して奈良方面に進入す

る大仏線の建設が翌32年5月 に開業 し,大 阪鉄道と接続する形で間接的ながら大阪(湊 町・

梅田)へ のいま一つの乗 り入れルー トをかちとっている。

とくに,関 西鉄道にとって宿願ともいうべき名阪間連絡幹線ルー トの開業に当た り,既

設の片町ではな く放出か ら分岐 した新線が結ぶ網島を大阪側ター ミナルと定め 「従来ノ片

町駅ハ貨物 ノ取扱ノミト為 シ網島駅二於テ旅客其他ノ取扱 ヲ開始」(3)することとした。以

来,網 島駅に接する船車連絡用の大川畔が 「関鉄浜」の俗称で人々に親 しまれ大阪市内巡

航船との連絡輸送が一定の展開を見せた(4)。

しか しなが ら,あ らたあて現実を直視すると,旅 客ター ミナルとしての網島 も貨物ター

(2)拙 稿 「私 設 関 西 鉄 道 に よ る大 阪 都 市 圏 進 入 工 作 の 戦 略 的 展 開 」,『追 手 門 経 済 ・経 営 研 究 』2号

所 収,p.15,1995年3月 。

(3)関 西 鉄 道 株 式 会 社 「第21回 報 告 」明 治31年7月1日 ～ 同 年12月31日(No.21と 略 記 し以 下 これ

に準 じ る)p.12。

(4)拙 稿 「近 代 大 阪 市 民 交 通 の 軌 跡 一 巡 航 船 か ら市 電 まで 一 」,『大 阪 春 秋 」69号 所 収,平 成4年11

月,p.14～19。
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ミナルとしての片町 も,ロ ケーションとしては大阪鉄道の梅田や湊町とくらべて遜色があ

ることは否めぬところであった。

た しかに,広 域的には関西鉄道が官設東海道鉄道と互角にわた り合える名阪両都市間連

絡ルー トを民間活力を以て実現 したことは一大達成であって,大 阪鉄道を経営規模の面で

大きく凌駕 したといってよい。 しか し,局 地的に見て大阪都市圏内の地域交通市場でのイ

ニシアティブという点では,大 阪鉄道が一歩先行 していた。従って関西鉄道が社運を賭け

た大阪進入プロジェク トをよら実効あらしあるにはクリアすべき課題が引き続き立ちはだ

かなめ

かっていた。すなわち,関 西鉄道の貨客輸送体制の要としての大阪側ター ミナル造 りの仕

上げは,網 島における大阪市内航運との連絡体制の確立 ・強化を以て足れ りとせず,あ く

かなめ

まで も自社鉄道ルー トによる官設鉄道網(そ の要としての大阪駅)と の直結の実現にほか

な らなかったのである。

そうした最終的な戦略目標に向けて,こ のあと関西鉄道はあらためて網島を拠点とする

いくつかの鉄道延長建設を計画 ・免許出願することになるが,同 鉄道のそうしたす ぐれて

アグレッシヴな動きは,ま さに大阪都市圏において先発同業の大阪鉄道の立場をおびやか

す ものにほかな らず,両 鉄道の間のあらたな競合と緊張関係に最終的な結着がつけられる

べき段階に入ったことを意味するものであった。

要するに,関 西鉄道と大阪鉄道との間で,当 初の企業計画内容のバ ッティングを回避す

るたあの 「分界」方針に即 しての開業以来数年間は,さ すがに市場競合による緊張ムー ド

は生 じなかった。 しか し,先 述 したように関西鉄道が明治28年12月 も末に既設自社線の柘

植か ら分岐 して西方加茂に至る延長建設工事に着手 したのを転機に状況は一変 し,さ らに

同30年 に入って早々に同鉄道がその西進の経路として浪速鉄道 ・城河鉄道の両社を買収 し

たことにより,同 鉄道の独自ルー トでの大阪進入の動きが大阪鉄道の経営上ゆゆ しき脅威

とな りつつあったのである。

その一方,当 時それに併行 して関西鉄道が加茂 ・奈良間に新たに路線を延長建設 して大

阪鉄道の東部ター ミナル奈良に接続 しようとした動きは,直 接的には大阪鉄道の市場支配

や事業収益をおびやかす ものではな く,実 は関西鉄道自体の存立基盤たる滋賀 ・三重 ・愛

知方面か らの寺社参拝客 ・名所周遊客 ・修学旅行生徒 らの奈良への誘致をね らっての一布

石であったと見てよかろう。

ところで,こ れまで縷々述べてきた関西鉄道の,明 治20年 代後半に入ってのとみにアグ

レッシヴな経営展開により,両 鉄道の間のバランス ・オブ ・パワーが崩れようとする状況

への危機感か ら,こ の時期には大阪鉄道 も対抗策として積極的に各方面への自社路線の延
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明治中期・私設関西鉄道桜ノ宮線建設と桜ノ宮駅々勢の展開(宇 田)

長建設工作を進めていた。すなわち,大 阪鉄道の側にも,

「明治廿六年十月廿八 日奈良より関西鉄道線柘植駅に至る線路の延長を出願せ しに関

西鉄道に於て異議起 り渡辺洪基君の仲裁に依 り該路線は関西鉄道会社之を布設 し我社

奈良駅に接続せ しむべきことを契約せ り

又明治廿八年十二月廿二 日及廿九年四月廿二 日臨時株主総会を開き湊町より天保山傍
ならひ もし

に至る鉄道井に畝傍より上市に至る鉄道及大阪より丹波国亀岡若 くは園部に至る鉄道

線路延長の提議をなせ しも種々論議の結果遂に原案撤回に決す。」(5)

という経緯があったのである。

H関 西鉄道 「大阪極端駅」拡張工作 とその新展開

ここで,い よいよ関西鉄道の大阪進入戦略の仕上げとしての大阪側ター ミナルの整備工

作とその展開について見てみよう。同鉄道が大阪進入にとって有効な方便として買収 した

元浪速鉄道(片 町 ・四条畷間)は,同 鉄道の経営陣の期待に十分こたえたことが記録か ら

うかがわれる。

「該(旧 浪速鉄道)線 路ハ寝屋川ノ流域二併行 シー方舟揖ノ便アル地方ナルヲ以テ或

パー時汽車乗客ノ舟運二奪ハル ＼ナキヤヲ慮 リシモ敢ヘテ否 ラザルノミナラズ」「本

ママ

(明治30)年 二月九 日(引 継当日)ヨ リ六月三十 日マデノ運輸収入 ヲ昨年全季間旧浪
ママ

速鉄道線二於ケル収入二比較ス レバ実二三割二分余ノ増加」「ヲ見タルハ以 フニ近来

沿道地方二数多ノ工業場起 リ従テ乗客貨物ノ増加 トナ リ又大阪市人ガ春時ノ郊遊,夏
よ

期ノ納涼等一般ノ意向大二鉄道 ノ利便二資ルモノ増加シタルコ亦其一因ニシテ将来ノ

好況予期スベキナリ」(6)

しか も,早 くもその翌営業年度(明 治30年 下期)の 旧浪速鉄道線の営業収入が 「昨年同

季間ノ収入二比較シー割二分余ノ増加ヲ見ルニ至 リタルハ前季二乗車賃金ヲ引揚……二依

ル ト錐モ亦沿道各地二於テ諸工場ノ頻々勃興セシニ起因スルモノ少カラス」(7)とされたの

である。こうした旧浪速鉄道の高い収益性は,四 条畷以東の旧城河鉄道が未開通のため,

あくまで も旧浪速鉄道沿線の自成的発展の所産と見て然るべきであろう。その結果,ご く

近い将来,関 西鉄道が全線開業 し「名古屋線ノ連絡二於テ彼此収利ノ増進」(8)が期待される

(5)覧 定 蔵 編 刊 「大 阪 鉄 道 略 歴 』 所 収,明 治34年12月,p.15。

(6)No.18,明 治30年1月1日 ～ 同年6月30日,p.14～p.15。

(7)No.19,明 治30年7月1日 ～ 同年12月31日,p.6。

(8)同 上 。
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一方,大 阪側ター ミナルに向けて飛躍的な増加が予測される貨客数量への対処をめ ぐって

経営陣にあらたな懸念を抱かせることになったと思われる。なぜな らば,同 営業年度の報

告(第19回)の 中でははじめて 「大阪極端駅拡張」という言葉が見えるか らである。

「社務総況

株主総会 明治三十年七月二十五 日第拾八回定式総会及臨時総会ヲ本社内二開キ……

其臨時総会二於テハ……大阪極端駅拡張並同駅放出間複線布設出願……ヲ決議ス」(9)

こうして,新 たに掲げられた 「大阪極端駅」すなわち大阪側ター ミナルの整備拡張とい

う経営方針に沿って既設の旧浪速鉄道線(片 町 ・四条畷間)を 強化改善するため 「在来ノ

軌条一砺三拾封度ノモノヲ全六拾封度ノモノニ取替」⑩る工事が同年十一月に実施された。

やがて翌31年3月25日 に,か ねて監督当局に出願中の 「大阪極端停車場拡張二関スル寝

屋川以西網島間線路変更,放 出寝屋川間複線布設,寝 屋川片町間貨物線存置使用ノ三件及

之二伴 フ定款改正,社 債発行 ノニ件」(ll)が認可 されている。ここでようや く関西鉄道の新

しい経営方針たる 「大阪極端駅拡張」なるものの内容が具体的に示された。すなわち名阪

幹線の大阪側ター ミナルとして全線開業後の貨客の増加に対処するため,在 来の狭少な片

町駅を以後貨物取扱のみとし,寝 屋川 ・片町間の既設路線を貨物列車専用線とすること,

そ して別に既設路線放出か ら寝屋川 そこか ら分岐 して大川の左岸に臨む川崎の地まで

新路線を建設 し,そ こに網島駅を設置 して客主貨従の 「大阪極端駅」として整備するとい

うことである。そ して,そ のたあに必要な 「大阪極端停車場用地,放 出寝屋川間複線布設

二要スル土地,寝 屋川網島間変更線用地」は明治31年 度上期中に全部買収が完了 した⑫。

とくに,こ のうち放出 ・網島間新規建設については,線 路敷築堤土木工事と網島停車場の

盛土工事はいずれ も同年8月 中の完工をめざして5月 中に着工を見ている。

こうして,関 西鉄道経営にとって一大画期となる大阪側ター ミナル整備の新 しい動きの

なかで会社の営業年度が同31年 下期へと移る間に,ゆ くりな くも想定外の案件が浮上 して

きた。それは,新 たに 「大阪極端駅」ときまったはずの網島か らさらに線路を桜ノ宮まで

少 し延長 して大阪鉄道と聯絡するという軍事需要で,こ こに関西鉄道史上はじめての 「桜

ノ宮」が登場する。このことを裏付ける史料として,明 治31年 度下期の営業報告か ら関連

記述の一部を抄出しよう。

「聯絡線仮設願井二認可 陸軍大演習二際シ急設ヲ要セシ為メ網島桜ノ宮間ニー時仮

(9)No.19,前 出(7),p.1。

⑩ 同,P.9。

qDNo.20,明 治31年1月1日 ～ 同 年6月30日,p.4。

⑫ 同,P.5。
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鉄道布設ノ儀九月一 日出願全月十六 日認可ヲ受ケタリ

停車場設計変更願井認可 右網島停車場ヨリ桜ノ宮停車場二至ル仮鉄道布設出願二

関シ網島停車場設計ノ幾分変更ノ件ヲ九月一 日出願シ全月十六 日認可ヲ得タリ

仮鉄道使用開始認可 十一月十四 日網島停車場ヨリ桜ノ宮停車場二至ル仮鉄道使用

開始ノ認可ヲ得タリ」⑱

こうした問題の生起と展開について,以 下にコメントを加えて置こう。すなわち,明 治

31年の秋季を期 して陸軍当局は大阪府下泉北郊野において天皇臨御の もと陸軍特別大演習

を挙行することになった。その際必要とされる軍用役務のための施設,と くに軍隊兵員輸

送体制づ くりに向けて,現 地 ・地元を所管する行政庁たる 「大阪府知事ハ其筋(陸 軍省)

ノ内意ヲ承ケ(関 西鉄道ノ)網 島停車場ヨリ大阪鉄道桜ノ宮へ線路ヲ連絡セ ンコ トヲ会社

(関西鉄道)二 諭示」ω したのである。(括弧内は引用者による補註)

上掲の史料や記述か ら見るかぎり,関 西鉄道による網島 ・桜ノ宮間仮(設)鉄 道建設の

件は陸軍当局の軍隊輸送という外発的契機によるもので,秋 季大阪府下で挙行予定の陸軍

特別大演習をひかえてその要請は遅 くとも前営業年度の同年9月 に入る以前に関西鉄道側

になされていたことがわかる。

いずれにせよ,社 運を賭けた名阪間全線開業を目前に控え大阪側ター ミナルの整備に寧

日なき時期に際 して,き わめて短距離とはいえ軍事輸送用の鉄道線路の 「急設」という強

権的命令を受けた関西鉄道としては,予 期せぬ延長建設にともない網島停車場ヤー ド設計

の部分的変更を余儀な くされるなど,軍 部への対応に苦慮 したことがうかがえる。そこで

まず,当 事案をよら立体的に解明するたあにワイ ドな視角で歴史的 ・地政的な展望をここ

ろみて見よう。

当時の 日本帝国軍部は,先 の明治27～28年 にわたる日清戦争に勝利 しなが ら,ロ シアを

筆頭とする三国干渉という国際的圧力に屈 したことか ら,清 国の背後に在って南下の機を

窺うロシアを強力な仮想敵国として警戒を深めつつあった。そうした軍事的見地か ら極東

アジア情勢を見据えての軍事的対応を念頭に置いて,対 外戦略上西 日本地域における鉄道

輸送ネ ットワークの役割に関心を強めたといってよい。例えば,中 部 日本(名 古屋)地 区

の兵団を一朝有事の際に極東アジアの戦線に投入するたあ,陸 軍当局が大阪港ないし以西

の要港か ら軍隊を出勤させることを想定 し,官 設東海道本線よりも短い距離で,か つ場合

によってはその代替線とな り得る形で名古屋と大阪を結ぶ私設関西鉄道をその輸送軍事化

⑬No.21,前 出(3),p.8～p.9。

q4)鉄 道 省 編 刊 「日本 鉄 道 史 ・中篇 』 大 正10年,p.360。
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構想に組み込 もうとする発想は十分あり得たと考え られる。

そうした時代的背景の前で,明 治31(1898)年 の秋季,大 阪府下泉北の郊野に天皇臨御

の もと3日 にわた り挙行された陸軍特別大演習は,陸 軍当局にとって鉄道の軍事的利用価

値を自らた しかめ,世 間にひろく周知させる絶好の機会となった。陸軍当局は同大演習に

参加する名古屋方面の軍隊兵員団体の円滑な移動を実現する目的で,泉 北の演習現地と私

設南海鉄道線を介 して連絡輸送が可能な同大阪鉄道の路線と関西鉄道とを最短距離で接続

させる必要があった。時あたか も,大 阪鉄道梅田線桜ノ宮停車場か ら僅か1キ ロメー トル

余という地点に,関 西鉄道が新たな大阪側ター ミナルとして網島停車場を造成 しつつあっ

たのは,陸 軍当局にとってまさに 「渡 りに舟」であったといえよう。

一方,陸 軍当局の要請を受けた関西鉄道の経営陣は同年9月1日 付けを以て,ま さに造

成途上の網島駅か ら北々西約1キ ロメー トル余の大阪鉄道梅田線桜ノ宮駅まで 「仮鉄道」

の路線を延長する件について主管庁に出願 し,同 年16日 に認可を受けた。そこで即時着工

し,短 距離区間のため11月10日 には竣工を見た。なお関西鉄道の仮設線建設工事の際,大

阪鉄道側としては

「軍隊輸送二付テハ桜 ノ宮二於テ関西鉄道 ト連絡ヲ要スルヲ以テ当社ノ線五哩五十五

節二於テ 『ポイ ント』一組ヲ敷設セ リ」⑮

と,ラ イヴァルとな りかねぬ関西鉄道に協調的な対応を見せている。ちなみに大阪鉄道は

同時に泉北の演習場へのアクセスとなる南海鉄道と自社線との接続 ・乗 り入れに当って,

「御料列車ハ当(大 阪鉄道)社 線 ヨリ南海線二往復セラル ＼ヲ以テ線路連絡ノ必要ヲ

生シ湊町,天 王寺間一哩二十鎖六十四節二於テ 『ポイ ント』一組ヲ敷設シ天下茶屋駅

二向 ヒ南海鉄道ノ複線 ト連絡セシメタリ」(1④

と,自 社に課された輸送上の使命を果たすために万全を期 したのである。

その前後の関西 ・大阪両鉄道会社の相対的状況を再確認 してみよう。久 しく宿願の名阪

連絡鉄道体系の 「仕上げ」に向けて新たな大阪側ター ミナルの設営 ・整備工作を進めつつ

あった関西鉄道は,先 行する大阪鉄道の路線(梅 田駅)と 立体交叉 しなが らもあえて接続

駅を置かず,大 阪鉄道の京橋駅と桜ノ宮駅とを結ぶ線を底辺とする二等辺三角形の頂点に

当たるニュー トラルな位置で,か つ大川水系の舟運の拠点で もある網島の地を自社幹線の

「大阪極端駅」に選んだ。そこは大阪キタ(梅 田)や 天満の街区を対岸に望み,官 設鉄道

大阪駅と結ぶには,桜 ノ宮か ら北寄 りに長柄方向に迂回する大阪鉄道(梅 田線)よ りも短

⑮ 大阪鉄道株式会社 『第23回 明治31年 度下半期営業報告」p.23。

⑯ 同上。
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い距離で可能という地の利 もあって,現 にその後,関 西鉄道が網島 ・梅田間の延長建設の

認可を主管庁に出願 している位である。 したがって,網 島の地を トした時点で,大 阪鉄道

の桜ノ宮駅所在地は関西鉄道にとって経営戦略的ロケーションの外に在ったと見てよい。

いわんや,創 業以来の大阪鉄道に対するニュー トラルな経営モー ドか らして,関 西鉄道

が自社の大阪進入幹線ルー トを,わ ずか1キ ロメー トル余とはいえ新たに延長 して大阪鉄

道の桜ノ宮駅で接続するというシナリオは有 り得べ くもなかった。 しか しなが ら,そ うし

たとたお らは所詮,関 西と大阪の両鉄道間においてのみ醸成された経営力学上のアンバラ

ンスの成せるわざにすぎなかった。

第三者的な視点か らすれば,関 西鉄道が名古屋方面の軍隊を,大 阪鉄道一南海鉄道の連

絡を介 して泉北の演習地との間で もっとも効率的に往復輸送を実施するには,関 西鉄道と

大阪鉄道が桜ノ宮駅で接続することを前提として形成可能なルー トを拠るしかなかった。

陸軍当局の 「内意」としての強権的なが らも合理的な認識をふまえた要請は,関 西鉄道に

新たな意志決定をうながすこととなったと考え られる。

すなわち,当 初関西鉄道が自社の経営モー ドにな じまない大阪鉄道との接続路線建設を

陸軍当局に強請されたとする関西鉄道経営陣のマイナス反応は,そ の後いち早 く,自 社の

宿願たる大阪中核駅(梅 田)進 入への次善的なが らよら現実的なルー トが開けるとするプ

ラス反応へと転回 したのである。

そこで関西鉄道は網島 ・桜ノ宮間路線免許を明治31年9月1日 に主管庁へ申請するに当

た り,当 該路線の建設が 「急速ヲ要スルヲ以テ仮設ノ線路 トシ将来常設線路 トシテ申請ス

ル」q7)という同社経営陣の明確な意図まで明らかに表明している。まさにそれは,陸 軍と

いう国家権力か らの軍役奉仕要請により,た だ単に受動的に大阪鉄道と結ぶ軍事輸送専用

の仮設鉄道を 「一時凌ぎ」として作っただけで能事終われ りとするのではな く,む しろこ

の軍の要務を 「奇貨」として国家権力に積極的に働きかけ,仮 設鉄道を公共交通用の恒久

的な鉄道へとグレー ドアップすることによって関西鉄道の経営体制の強化をめざすという

ものであった。

皿 「仮鉄道」から 「本鉄道」へ

関西鉄道桜ノ宮線建設構想

関 西 鉄 道 に よ る網 島 ・桜 ノ宮 間 の 「仮 鉄 道 」 は57鎖(1,000米 余)と い う短 距 離 区 間 で も

⑰ 鉄 道 省 前 掲 書,p.360。
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あり,か つ軍部か ら 「急設」を求め られたため,主 管庁か ら建設の認可を受けた明治31年

9月16日 以後とり急ぎ着工され,同 年11月10日 には完工 し⑱,そ して同月14日 に 「仮鉄道」

の使用が認可された⑲のは先述のとお りである。

そうすると,そ の先の(10)月 「二九 日ヨリ三 日間第三師団小機動演習ノ兵員輸送ノ為

メ臨時列車ヲ出発」⑳ したとされる関西鉄道ノ輸送事例が当該 「仮鉄道」によってなされた

とはあり得ないこととなるが,そ の辺 りの事実確認は難 しい。演習とはいえ軍隊の動静に

関する情報は民間企業の営業報告 レベルでは詳記を避けたのであろう。軍事用 ・仮設線と

いう制約の もと公式記録として明示にな じまぬことか ら,当 該 「仮鉄道」についてはその

完工後かな りの期間その管理 ・運用の実態が不明であった。その間,関 西鉄道の経営陣は

「仮鉄道」 という時限的施設の戦略的再活用 という方向で関係各方面への工作を進めつつ

あったと考え られる。

そ して同年11月13日,関 西鉄道本社で開催された臨時株主総会において,同 社として始

めて正式の鉄道として「網島停車場 ヨリ桜ノ宮停車場二至ル線路」⑳を延長建設する案件が

議決された。それと呼応するかのように,主 管庁か らその翌 日11月14日 付で 「網島停車場

ヨリ桜ノ宮停車場二至ル仮鉄道使用開始ノ認可ヲ得タ」⑳のを好機として,軍 事用限定と

はいえ仮鉄道使用認可 という一達成が社業の新たな展開につながるとして関西鉄道は即

日,下 記のような 「鉄道永久存置出願井定款改正認可申請」を行っている。

「網島桜 ノ宮間線路ハ陸軍大演習必要上一時仮鉄道 トシテ認可ヲ得タレトモ将来大鉄

官線山陽西成ノ諸鉄道 ト連絡交通上必要ナルニ付本鉄這 トシテ永久存置ノ儀十一月十

四 日出願同時二之二関スル定款第一条改正認可ノ件ヲ申請セ リ」(傍点引用者)㈱

さらに関西鉄道としては,こ の認可申請案件が主管庁において軍需対応施設に便乗 した

かのような印象を抱かれぬよう,公 共奉仕の姿勢をアッピール して主管庁の心証をよくす

るため,暫 定的無賃貨客輸送の開業を謳って,

「網島停車場 ト桜ノ宮停車場 トノ間永久存置ノ免許 ヲ得ル迄一時無賃 ヲ以テー般荷客

運輸開始ノ件十一月十四 日出願」⑳

に及んだ。

⑱ 同 上 。

(19)No.21,

⑳ 同 上P

⑳ 同 上p

⑳ 同 上P

㈱ 同 上P

⑳ 同 上P

前 出(3),P.9。

12。

4。

9。

10。

9～P.10。
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しか し,そ う した 文 字 どお り 「関 西 」 の 民 営 事 業 ら しいサ ー ヴ ィ ス的 姿 勢 を 表 明 した も

の の,関 西 鉄 道 は結 果 的 に無 賃 輸 送 を 実 施 す る まで の こ と もな か った 。

そ して,上 記2件 の 出願 か ら4日 後 の 同 月18日,関 西 鉄 道 は,

ママ ママ

「名古屋大坂間ノ幹線タル加茂新木津間三哩六十五鎖及大坂二於テ新二設置セシ網島

寝屋川(放 出駅ヨリー哩三十五鎖ノ所)間 一哩六鎖」㈲

の開通により,各 阪間を自社路線だけで直接結んで,同 鉄道創立以来久 しい宿願の全線開

業を果た したのである。

しか も,そ の記念すべき当 日の 「夜半ヨリ三昼夜間特別大演習ノ還営軍隊ヲ細島白i)愛

知二輸送」(傍点引用者)⑳ したというタイ ミングの良さは,関 西鉄道にとって国家的にも

有用な鉄道としての企業イメージ ・アップにつながった。ところで,こ の名古屋方面軍隊

還営について当期営業報告の記述では上掲引用のとお り 「網島ヨリ愛知二輸送」と見える

が,当 時の輸送の実状か らして,名 古屋の軍隊が特別大演習の復路に南海鉄道一大阪鉄道

ルー トをとったとすれば,当 然その記述は大阪鉄道と接続する 「桜ノ宮ヨリ」とすべきで

あった。ただ し関西鉄道としては,桜 ノ宮 ・網島間が当時まだ仮設路線であったため,公

的記録としては 「網島ヨリ」とした ものと考え られる。

要するに,網 島 ・桜ノ宮間路線は元々大 日本帝国陸軍の 「お声がか り」で建設 ・竣工 し

た ももの,一 時的な軍事用の 「仮鉄道」なるがゆえに法制上で 「未開業線」とされ,時 あ

たか も名阪間全線開業という栄光の陰に疎外された取 り扱いを受けていた。当期営業報告

中の 「工事」の項の記述の一部か らそれをうかがうことができる。

「本期間(明 治31年7月1日 ～同年12月31日 引用者)二 竣功シタル線路ハ木津新木

津間二十九鎖,放 出網島間二哩四十一鎖,加 茂新木津間三哩六十五鎖,網 島桜ノ宮間

五十一鎖ニシテ即チ之ヲ通算スル トキハ幹線百〇七哩三鎖各支線三十八哩七十九鎖総

計百四十六哩二鎖(但 放出寝屋川間一哩三十五鎖細島桜ク官商左十⊥鎖六未蘭楽綜三

付章入ゼ文)ヲ 現在ノ営業哩程 トス(略)」(傍 点引用者)⑫の。

しか しなが ら,同 線区のそうした中途半端な位置付けも,や がて翌年度に入ってまもな

く主管庁か ら下記のとお り 「本鉄道」免許を受けたことで是正された。
ママ

「昨(明 治31)年 十一月十四日付出願シタル当社網島駅 ヨリ大坂鉄道桜ノ宮停車場二

至ル仮線ヲ本鉄道 トシテ延長敷設ノ本免状 ヲニ月十三日逓信大臣ヨリ下付アリタリ」㈱

㈱ 同 上,p.10～p.11。

②③ 同 上,p.12。

⑳ 同 上,p.15～p.16。

㈱No.22,明 治32年1月1日 ～ 同 年6月31日,p.4。
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当期すなわち明治32年 度上半期の関西鉄道の 「営業景況」については,客 貨運賃などの

収入合計が,

「六拾五万四千五百九拾九円三拾四銭五厘ニシテ……之 ヲ前年同季間…ノ収入金四拾

七万二千八百三拾七円拾二銭八厘……二比較セハ金拾八万千七百六拾二円二拾一銭七

厘即チ三割八分強ノ増加ナ リトス 然 レトモ哩程二於テ七哩三十二鎖ノ延長アルニヨ

リー 日一哩ノ平均二対比セハー割五分強ノ増加 トス 而シテ此僅少哩程ノ延長ニョリ

ママ

此増収入ヲ得タルハ全ク名古屋大坂全通ノ結果二外ナラス」⑳

と営業報告に総括されたとお りである。そうした同社の社勢の伸びに支え られて網島 ・桜

ノ宮間の仮設線路の本格軌道へのリフォームと常設線路への格上げが構想 されるに至っ

た。

要するに,明 治31年11月 半ば過ぎ,陸 軍特別大演習後の還営軍隊輸送 もつつがな く実施

されたことで当該 「仮鉄道」は本来の役割を果た し終えたのであったが,関 西鉄道経営陣

は時あたか も名阪間全通という社業展開の好機に乗 じて時を移さずそれをあらたに常設的

な 「本鉄道」として改良 し活用すべ く意思決定をすでに見ていたのである。そ していち早

く主管庁に向けてそれに従った手続工作を進めた結果,翌 年2月23日 に免許を受けたのは

先述のとお りである。

こうして,こ の時期に関西鉄道が,に わかに名阪本線の大阪側ター ミナル網島か ら桜ノ

宮まで臨機に特設され 「御用済み」となった 「仮鉄道」を復活 ・常設化する方針を固ある

に至った原因は何であったか?当 時の同社営業報告の 「営業景況」の記述か らうかがう

と,当 時の同社路線の延伸にともなう沿線市場圏内の鉄道貨物輸送の増加 トレンドか ら,

それを読み解 くことが出来よう。

先述 したように,関 西鉄道は名阪間全線開業に当た り明治31年11月 「十八 日ヨリ従来ノ

片町線ハ貨物ノ取扱ノミト為シ網島駅二於テ旅客其他ノ取扱ヲ開始」G①していたが,
ママ

「(同月)廿 三 日ヨリ全通時刻ノ改正ヲ実施スル ト共二網嶋 ト名古屋山田及大仏 トノ間

大二乗車賃ヲ割引シ……為二旅客ノ網島二来集スルモノ日二増加シ頗ル盛況ヲ呈ス又

貨物ハ全通ノ当 日……ヨリ向百ヶ日間一般割引ヲ為セシ結果従来船便其他二依 リ運搬

セシモノ漸次片町構内二輻較シ益々其量ヲ加へ既二全月末ノ如キ全駅二於テ 白ル数十

輔ン査重ウ倹南玄ル三拘六多玄尚査物ン惇濡ウ免カレ音ルン有榛ナリキ(略)十 一月
ママ

中旬大坂名古屋間全通後ハ旅客貨物ノ数量ヲ増加セシノミナラス運搬ノ哩程ヲ延長シ
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明治中期・私設関西鉄道桜ノ宮線建設と桜ノ宮駅々勢の展開(宇 田)

随テ収入ヲ増加(と くに全線開業後の 引用者)十 一,十 二,ニ ケ月ハ前年全月二

比シ幾多ノ増収ヲ見タリ」Gl)(傍点引用者)

という展開を見せた。さらにその翌年度には,

「貨物ハ前季(明 治31年 下期一引用者)二 於テー般二割引 ヲ為 シタル期限経過セルヲ

以テ梢減却ノ傾キアリシモニ月末二於テ列車発着時刻ヲ改定シ貨物ノ速達ヲ謀 リ同時
ママ

ニ網島駅構内二大坂営業事務所ヲ設置シ専ラ大坂地方ノ旅客貨物ノ誘導ヲ為シ大二特

約割引ヲ為シタル為メ片町駅ノ如キハ益其量ヲ加へ貨車ノ往復漸ク繁忙ヲ告クルニ至

リ全駅二於テ白ル数十輔ン査車ラ倹用家ル三蘭六多家尚偉澹家ルク有操ナリキ」(傍

点引用者)
ママ

とあり,と くに 「本季間大坂方面ノ概況」として,

「貨物ハ大坂地方 ヨリ尾勢各地二輸入スルモノハ全通(関 西鉄道名阪間一引用者)後

漸次社線(関 西鉄道会社線 引用者)ニ ョルモ従来船便二依ルモノハ容易二其習慣

ヲ変スル能ハザルヲ以テ割引特約シ……殊二神戸港送着ノ貨物パー層ノ利便ヲ謀ラザ

ママ

ルベカラサルヲ以テ神坂間二於テ曳船会社及大坂商船会社付属曳船店等 ト連絡ヲ通シ

片町駅二回付セシムルノ計画ヲ為シタル結果製茶ノ如キ南勢伊賀及南山城産ハ従来三

日以上ノ日子ヲ費サ ＼レバ着神スルヲ得サ リシガ前記水陸ノ連絡ヲ付セシ後ハ出荷ノ

翌朝到着セシムルノ便益ヲ与ヘタルニョリ同地方二於テ産出スルモノ大約社線ニョル

ノ好況ヲ得従テ神戸地方ヨリ輸入スル貨物モ漸次其針路ヲ採ルノ傾向ヲ呈ス 又大坂

京都間ノ貨物ハ従来官線及淀川汽船二依 リ運搬セシガ奈良鉄道線 ト連絡輸送ノ計画ヲ

為シ専用貨車ヲ配置シ速達ヲ計 リツ＼アレハ本区間貨物二於テモ来期パー層其数量ヲ

増スナラン 本期間片町駅送出貨物パー・日平均百五拾噸以上ナ リトス」

というように,在 来の河川 ・沿岸航運本位のわが国内貨物の流れが,よ うや く既成交通市

場圏に新規参入 してきた鉄道輸送の方へ転移 しつつあることがわかる⑳。 もとより,そ の

こと自体は鉄道貨物部門の盛況として経営的にはプラスと受けとめ られてよい。

しか し,関 西鉄道による貨物輸送の盛況を謳っている同社の営業報告の記述の行間に,

同社片町駅の貨物取扱体制が限界に達 している状況 も読みとれることに注意 したい。

もちろん,い ち早 く同社の経営陣は早晩片町貨物駅が取扱貨物の渋滞により機能麻痺に

陥ることを予測 していたにちがいない。そこで彼等としては,本 格的対策として大阪側の

綜合ター ミナルの網島とほど遠か らぬ桜ノ宮の大阪鉄道の停車場までの間に本格的な鉄道

D
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線路を建設 ・整備 し,そ こか ら大阪鉄道のごく短距離の線路を介 して全国 レベルの官設鉄
かなめ

道網の西 日本の要たる大阪駅に接続する。そ して,関 西鉄道は受け入れた貨物を発 ・着

ルー トに照 らして仕分けし,主 として鉄道だけにより運ばれる貨物は,桜 ノ宮の新路線を

経由することとし,一 方市内河川と結んで流通する貨物は片町駅を通 して輸送することで

以後の貨物量増加に対処する こうして現実的に経営の大局を見据えたす ぐれて戦略的

な選択が,桜 ノ宮駅への延長線常設化のアイデアとなったといえよう。

IV大 阪鉄道の買収合併

関西鉄道は,さ きに明治30年1月 に浪速鉄道を買収合併 したのちも,片 町停車場の東方

近距離に在る大阪鉄道の道床下の立体交叉という旧状をそのまま存続 し,そ の地点であら

たに大阪鉄道京橋停車場との接続停車場を開設することは当時はまだなかった。明治30年

6月 現在の 『汽車汽船旅行案内』を調べてみて も,路 線が大阪鉄道の京橋停車場と立体交

叉 しているにもかかわらず,そ こを通過 して片町停車場の次駅は放出停車場 となってい

る。

また,明 治31年5月 に関西鉄道は,先 述のように自社片町線の放出か ら寝屋川まで分岐

して網島ター ミナル駅に到る2哩40鎖 の路線の延長建設に際 して も,既 設の大阪鉄道梅田

線の道床下を立体交叉するに当た り,こ れまた トンネルにより横断するだけで,そ の地点

に大阪鉄道と協議 して接続停車場を開設することはなかった。いわば,宿 命的なライヴァ

ル関係を深あつつある大阪鉄道との間では,問 題の少ない奈良駅での両社線路接続のケー

スを除き,関 西鉄道はあえて協調のモー ドを採ってこなかったのである。

しか し,そ うした関西鉄道の経営姿勢を,一 挙に大阪鉄道寄 りに転換させる契機となっ

たのは,い うまで もな く明治31年 も後期に入っての陸軍当局による網島 ・桜ノ宮間の軍事

輸送用仮設鉄道の建設の要請であった。かねてより大阪市内への自社路線の進入工作を重

ねてきた関西鉄道にとって,官 設鉄道(東 海道本線)の 大阪中核駅(梅 田)へ の到達とい

う最終目標に向けて,既 設大阪鉄道梅田線に乗 り入れることの前提となるべき現実的な方

途が,は か らず もそれによって開かれたのである。それより何より,関 西鉄道の最終目標

が もうす ぐ手の届 くところまで近づいてきたという現実的局面では,対 大阪鉄道 コンプ

レックスなど容易に解消 したにちがいない。 しか もそれは関西鉄道がライヴァル大阪鉄道

の意向に反 して画策 した ものではな く,陸 軍当局の国家的要請にこたえ,実 績を挙げたと

いう大義名分を備えた線路施設の強化であり,さ らにはその後の公共鉄道としての活用と
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いうイメージによって,世 間や業界の批判をうけることもなかった。

したがって,関 西鉄道が もくろんだとお り本鉄道としての免許を得た網島 ・桜ノ宮間に

延長建設 ・整備 し,そ れを足場として桜ノ宮か ら大阪鉄道梅田駅に乗 り入れ,官 設鉄道大

阪駅への進入を実現する戦略は成功を見たことになるが,よ ら巨視的な近畿圏鉄道交通界

の新たな動向は,関 西鉄道に対 しさらに大きな経営課題との取 り組みをうなが しつつあっ

たのである。

顧みれば,関 西鉄道が創業以来の営業エ リア(三 重県北 ・滋賀県南)を 一歩踏み出して

明治28年1月 に主管庁より同 「社既成線中柘植停車場ヨリ奈良県下奈良二至ル鉄道」の免

許を得,同 年末より着工 したのは,奈 良を営業エ リアに取 り込むための工作として も,す

でに奈良まで路線を開業 している大阪鉄道にとって競合路線には当た らず,同 鉄道の権益

を損なうものではないかに見えた。 しか し関西鉄道は真の狙いをうかがわせるように,そ

の翌29年 に入って早々に奈良への延長路線途上の加茂か ら西方へ分岐する路線延長工作を

進めたのである。それこそ,関 西鉄道の自社ルー トによる大阪進入戦略の始動であり,大

阪 ・奈良の府県境の生駒山地の北端を迂回する路線を実現するために翌30年1月 に城河鉄

道(未 成線)・ 浪速鉄道(開 業済み)を 合併 したのは,明 らかに大阪市 とその東郊および

奈良県北部にわたる大阪鉄道の営業圏をおびやかす勢いで,両 社の間に緊張関係を生ずる

きっかけとなった。それ以後の関西鉄道による大阪側ター ミナル整備の動きは先述のとお

りきわあてアグレッシヴで,と どまるところを知 らず,大 阪鉄道の経営陣に危機感を抱か

せるに至った。

とくに明治32年 に入って,関 西鉄道は阪奈間の旅客輸送サーヴィスに当たって,先 発の

大阪鉄道が生駒山地の南端迂回ルー トに拠るのに対 し,上 述の北端迂回ルー トによる競争

を挑んだ。 しか し関西鉄道のこの挑戦には競争条件の上で不合理があった。すなわち,関

西鉄道の自社線だけに拠る網島・奈良ルー トは東寄 りの加茂を経由して大仏線を通るため,

その 「延長は三十八哩三鎖に して大阪鉄道線湊町 ・奈良間に比すれば約十二哩の迂回を

見,其 木津を経て奈良鉄道に由り奈良に達するものは三十二哩二十八鎖にして約七哩の迂

回」㈱となって所要時間の差は如何ともし難かった。そこで関西鉄道は運賃割引で対抗 し

旅客の誘致をはかったという。そうした過当競争状況の根本的解消のたあに,抜 本的に両

社の合併を求める世論の動きがあることを在阪の有力新聞⑳が折に触れ報 じているが,そ

れが結果として関西鉄道の 「思う壷」であったと見てよかろう。

㈱ 『朝 日新聞」明治32年4月30日 付。

㈹ 同上お よび明治32年12月23日 付。
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関西鉄道とほぼ同時期に創立 しなが ら,起 業立地に恵まれいち早 く大阪市内や阪奈間近

郊に安定的な私鉄経営を展開 していた大阪鉄道の経営陣は,や がて宿願の大阪市内進入を

実現 した関西鉄道の攻勢にさらされるようになった。とくに明治32年2月 に関西鉄道が網

島 ・桜ノ宮間本鉄道の延長建設の免許を受けたあと,同 年12月 になってわざわざ網島 ・大

阪(梅 田)間 と網島 ・天満橋間の2ル ー トに新線計画をちらつかせたのは,大 阪鉄道経営

陣の対抗意欲を喪失させるフェイントであったとしか考え られない。当時の地元新聞は,

そうした関西鉄道の下心を知ってか知 らずか,同 鉄道の市内延長新線計画を 「斯 く短距離

こともと

に大資本を投ずる事固より得策にあらず」㈲ と批判 した。他方,大 阪鉄道に対 してはその

営業圏内の新興勢力たる河南鉄道や高野鉄道の進出への対策の出費加重が同社の財政を苦

しめるであろうと警告 して,同 社と関西鉄道とが合併 して局面を収拾すべきであり,そ れ

が両社のみな らず近畿圏の私鉄合同 ・交通業界再編成のためによら建設的であると論 じた

のであるG⑤。

その後 も大阪財界を騒がせた両社の合併問題の動向の詳細については,筆 者の別稿⑳に

譲 りたい。

兎にも角にも,網 島 ・桜ノ宮間の 「本鉄道」の延長建設が主管庁に免許され,遠 か らず

その完成によって大阪鉄道のの市内幹線の咽喉元を拒する形で決定的に優位に立った関西

鉄道は,時 の大阪財界の実力者松本重太郎の斡旋により大阪鉄道側と交渉協議を重ねた結

果,同 鉄道を買収合併することになった。そ して明治33年5月15日 に関西鉄道は,四 日市

の本店で開催された臨時株主総会における決議事項㈱にもとづき,同 日付を以て,

「大阪鉄道株式会社線路 ト当会社線路ノー部 トハ相接スルヲ以テ之ヲ同一管理 ノ下二

置クハ交通機関ノ機能ヲ完全ナラシムルノ利便ヲ有スルノミナラズ将来ノ利益増進上

亦タ便利勘ラザルヲ確信シ大阪鉄道株式会社ノ全線及付属財産一切ヲ譲受ケ当会社ノ

延長線(略)ト シテ運輸営業」㈱

することについて主管庁に免許を出願 した。

これを受けて主管庁は半月ののち,

「第百三十五号

免 許 状

飼 『朝 日新 聞 」 明 治32年12月23日 付 。

e③ 同 上 。

⑳ 前 出(2)。

㈱No.24,明 治33年4月1日 ～ 同年9月30日,p.2～p.3。

eg同 上,p.4～p.5。
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明治中期・私設関西鉄道桜ノ宮線建設と桜ノ宮駅々勢の展開(宇 田)

関西鉄道株式会社

大阪鉄道株式会社鉄道全線路ヲ其社ノ延長線 ト為シ運輸ノ業ヲ営ムコ トヲ免許ス

明治三十三年五月三十一 日

逓信大臣子爵 芳川顕正團

鉄第五一二号

命 令 書

関西鉄道株式会社

別紙第百三十五号延長線路運輸免許状下付候処右許可ノ効力ハ大阪鉄道株式会社ノ解

散 ト伴フヘキ儀 ト心得ヘシ

明治三十五年五月三十一 日

逓信大臣子爵 芳川顕正匝]」㈹

を関西鉄道に交付 し,同 年6月3日 にそれを受領 した同社は時を置かず同月6日 大阪鉄道

の資産一切の引き継ぎを受けて,こ こに関西鉄道の社運を賭けた大型合併が実現 したので

ある。

しか しなが ら,こ の大型合併は,そ の時点で総延長 「線路四十五哩五十四鎖ヲ営業シ三

ママ

百十八万円ノ払込資本ヲ有シ建設費二対シー割余ノ益金ヲ挙ケ」ω,か つ有利な営業立地に

在 りなが ら,大 阪鉄道がなぜ関西鉄道による合併を応諾 したのかという疑問がのこる。い

かに関西鉄道が148哩26鎖 の長大な営業路線網 と資本金1,490万 円を擁するとしても,た ん

にそうした数字上の 「大」が 「小」を呑むという論理では割 り切れないものがある。

思うに,そ れは同業種であれ両社の経営体質の相違がそうした結果を招いたのではある

まいか。すなわち,大 阪鉄道は,起 業当初の主管庁の指令をひたす ら遵守 し,阪 奈間と大

阪東郊に計画路線を建設 したあと,先 述 したように,自 社営業圏への進入の動きを始めた

関西鉄道を牽制するために,一 度だけ自社路線の東進建設工作を試みたのと,主 管庁の指

令に対処 して天王寺 ・玉造 ・大阪間に延長建設を したほかは,既 成営業圏内に事業活動を

限定 しなが ら企業立地に恵まれて安定志向の経営を進めた。その間,既 成路線以外に新規

の路線の延長や他社私鉄の買収等による事業網の拡大を一切行っていない。それに対 して

関西鉄道は,起 業当初の主管庁の指令による営業エ リアにあきた らず,よ ら有利な市場へ

の進入をめざして大阪市をターゲ ットに西方への路線延長や利用価値のある他社鉄道の買

収合併などの工作を進あた。その宿願たる名阪間の自社路線全通のあとも,さ らに近畿中

q① 同 上,p.5～p.6。

ql)鉄 道 省 前 掲 書,p.358。
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央部の私鉄路線の 「面」的支配の実現に向けてそのアグレッシヴな経営工作は一層エスカ

レー トしたのである。

大阪鉄道は,そ の資本系統か ら見て伝統的な大阪商人資本を主軸とする実直 ・堅実モー

ドを経営の基調としていた。一方,関 西鉄道は,そ の起業の故地(伊 勢 ・近江)の ローカ

リティに根ざす非大阪的な企業体質に規定されたか,す ぐれて功利主義的な拡大志向を一

貫 して積極的かつ戦略的な経営手法でかな り強引に事業活動を進めた。その経営攻勢を以

て,事 業体質の異なる大阪鉄道を併呑,同 化 したことで関西鉄道は事業規模の拡大を実現

した。 しか も,そ の後 もさらに接続する中小私鉄の吸収合併働を重ねて,近 畿圏では官設

鉄道のネ ットワークをおびやかすまでに関西鉄道の事業は拡大を見るようになった。

こうした関西鉄道の経営攻勢と冷静に向き合った大阪鉄道は対応策の得失を検討 し,あ

えて 「金持,喧 嘩せず」とばか り名を捨てて実を取るという賢明な選択を した。当時,自

社事業の関西鉄道への譲渡とそれに伴う自社の解散という案件について,明 治33年3月15

日開催の大株主協議会では大株主180名 中出席者107名 が 「殆んど満場一致の大多数」の可

決により承認,さ らに同年5月15日 開催の臨時株主総会では議決権を有する株主553名 中

出席者412名 のうち401名 という大多数の賛成により可決を見たのである⑬。

V桜 ノ宮線建設 と桜 ノ宮駅開設

この間,関 西鉄道経営攻勢の最前線基地としての桜ノ宮駅の開設と,同 駅と網島駅を結

ぶ延長路線の建設に向けて本格的に工事が進あ られつつあった。すなわち,先 に明治32年

2月13日 に免許された網島 ・桜ノ宮間線路については,同 年上期の営業報告書中に 「網島

桜ノ宮間築堤武百武拾坪 ヲ竣工シ橋梁 コルベル ト目今工事中」鱒とある。この区間の建設

に当た り工事上の問題は,網 島駅が淀川に臨む平地にあり,そ こか ら延びる線路がめざす

桜ノ宮駅が接合すべき大阪鉄道桜ノ宮駅は高架築堤上にあるため,そ の間約5メ ー トルの

高低差をクリアせねばな らない処にあった。その件について関西鉄道当局は 「網島桜宮間

線路最急勾配百分ノーナルヲ当分現形ノ如 ク最急四十分ノー トシ使用」㈲することの認可

幽 関 西 鉄 道 が 譲 受 けた 鉄 道 名 と延 長 線 免 許 年 月 日

紀 和 鉄 道(明 治37年8月22日)

南 和 鉄 道(同 年12月3日)

奈 良 鉄 道(同38年2月1日)

㈱ 覧 定 蔵 前 掲 書,p.21～p.23。

No.22,前 出⑳,p.13。

㈲No.23,明 治32年7月1日 ～ 同33年3月31日,p.5。
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穐島

櫻 宮

時期不詳,鉄 道史資料保存会提供

陸地測量部5万 分の1図 幅 「大阪東北部」明治41年 測図 よ り(た だ し縮尺拡大)
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を明治33年3月23日 に主管庁に出願 している。

結局,同32年 上期中に着工 した網島桜ノ宮間の線路は同年度下期中に完工を見てお り,

その工事内容は次の通 りであった。

「(土工)網 島桜ノ宮間線路土木残工事ハ築堤八百五十三立坪三合余土留石垣九十八

面坪三合余ニシテ当期間二於テ竣工セ リ

(軌道)網 島桜ノ宮間線路二(バ ラス ト)百 四十八立坪五合余 ヲ撒布 シ……

(橋梁及 コルベル ト 網島桜 ノ宮水道陸橋(鉄 桁廿呪一張)都 島井路橋梁(鉄 桁廿

沢一張)コ ルベル トニケ所(径 間十五沢一ケ所十二沢一ケ所)ノ 工事 ヲ竣成

(電信)網 島桜ノ宮間電話線ハ目下建設工事中ナリ」㈹

さらに同33年 度上期に入って,網 島桜ノ宮間の線路 ・停車場工事および電信 ・電話施設

に関する主管庁への諸願件とそれについての当局の指令は下記のとお りである。

「桜宮停車場設計変更 ノ件二付明治三十三年六月七 日付逓信大臣へ出願 シ同年七月九

日付認可ヲ得,同 月二十 日竣功ヲ届出タリ

網島桜宮間線路仮工事(当 分 ノ間最急勾配 ヲ四十分ノー一トスルー])ノ件二付明治三

十三年三月二十三 日付逓信大臣へ出願シ同年七月七 日付認可ヲ得,同 年七月二十 日竣

功ヲ届出タリ

網島桜宮間電信線架設ノ件明治三十三年六月二十一 日付逓信大臣へ出願セ リ

網島桜宮間電話回線中網島ニテ連続シ同構内運輸課へ電話線二条架設ノ件明治三十

三年七月三十 日付逓信大臣へ出願シ同年九月二十二 日付認可を得タリ即

また,同 年度同期中の電信施設工事のうち 「網島桜ノ宮間電話線新設工事ハ本期間二於

テ竣工シ……及網島桜ノ宮間電信線添架工事着手出願中」㈱ ということであった。

やがて同33年 度下期に入って,同 年度上期に実施された大阪鉄道買収合併にともない開

設に向けて整備中の桜ノ宮駅施設の重点的強化が下記の通 り進め られることになった。

「官線大阪停車場 ヨリ桜宮網島ヲ経テ名古屋二至ル直接連絡 ノ便利ヲ拓キ且運転ノ安

全ヲ保タンガ為メ桜宮停車場構内ヲ拡張シ西部城東線 ト接続ノ個所二於テ列車運転上

危険ヲ防グ目的ヲ以テ併動信号機設置ノ件二付明治三十四年二月十四 日逓信大臣へ出

願セ リ」㈹

先にも述べた同線区内の建設工事で最大の課題たる線路勾配変更の件については,同34

㈲ 同 上,p.14～p.16。

㈲No.24,前 出e∂,p.11～p.12。

⑱ 同 上,p.20。

qgNo.25,明 治33年10月1日 ～ 同34年3月31日,p.7。
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年度上期の間に次のような対応がなされた。

「桜宮網島間線路勾配変更工事出願ノ処右線路ノ内半径十二鎖 ノ曲線アリ建設規程二

抵触二付改造 ヲ要スルモ地勢上十五鎖以上 ノ曲線ヲ使用スルコ能ハザルヲ以テ建設規

程第二条第一項二拠 リ現在曲線ノ侭使用特許ノ件明治三十四年五月三 日付申請全年六

月七 日付認可ヲ得タリ

城東線(元 大阪鉄道所管線路一引用者)桜 宮停車場内及桜宮京橋間,桜 宮網島間線

路施工基面低下二付勾配変更ノ件明治三十四年二月十四 日付申請全年六月七 日付認可

ヲ得タリ」㈲

「桜宮駅内線路ハ百分一 ノ勾配アリ列車取扱上危険二付緩勾配二変更ノタメ前期ヨリ

工事中ノ処同駅以東城東線ノー部及網島桜宮間線路勾配変更工事ハ当期中約九分通 リ

成効シタリ」6D

さらに,前 年度下期末に主管庁に申請 していた 「桜宮停車場構内拡張ノ件」は同34年 度

上期に入って7月20日 付で認可された。そこで同年度下期に入って拡張工事が進め られ,

停車場敷地に 「土砂立武百坪余」励を投入施工,「線路三十五鎖延長 シ転轍器四組」の敷設

などがなされた㈱。また 「当期中乗降場擁i壁石造延長千四百尺竣成シ構内池ノ下前井路乗

降場用木橋二張ヲ架設シ雨覆及便所各一棟ヲ新築シ信号機二基ヲ新設シ在来建設ノモノニ

基 ヲ移転ス 線路築堤等総テ設計ノ通 リ竣成」勧を見たのである。関西鉄道はただちにそ

の旨を主管庁に届け出て監査を受け,明 治34年11月3日 付を以て 「網島桜宮間運転開始並

二桜宮停車場内及城東線変更工事竣工部使用開始ノ件」㈲が認可され,同 年12月21日 に桜

宮網島間線路(桜 ノ宮線)の 営業が開始されたのである6④。

しか しなが ら,そ こまで施設の整備を重ね新発足 した桜ノ宮線の存在意義を揺るがす事

態が,す でに一方で生 じつつあった。先に関西鉄道は明治33年6月6日 に引き継ぎを受け

た旧大阪鉄道路線網を自社の延長線として翌6月7日 に開業 したのであるが,そ こであら

ためて大阪を中核とす る近畿交通圏を戦略的に見直すとき,旧 大阪鉄道路線網中の主要

ルー トたる梅田線(の ちの城東線)を 関西鉄道が取得 したことで,網 島一桜ノ宮線の重要

性が相対的に低下 したことは否めない。自社線と官設鉄道との戦略的連絡は城東線を以て

6①No。26,明 治34年4月1日 ～ 同 年9月30日,p.14～p.15。

6D同 上,p.25。

励No。27,明 治34年10月1日 ～ 同35年3月31日,p.23。

⑬ 同 上,p.24。

励 同 上,p.26。

㈲ 同 上,p.14。

6③ 同 上,p.15。
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すれば足るか らである。

すでに近畿中央～東海に跨がる路線網を擁iし,官 設鉄道に従属せず独自な私鉄経営を展

開するための幹線ルー トを確立 したい関西鉄道としては,官 鉄側の要駅大阪と天王寺駅と

の間に城東線という短い緩衝区間を置いて対峙 している湊町 ・天王寺 ・奈良 ・柘植 ・名古

屋間路線をあらたな東西連絡幹線として,以 後重点化 していくことになる。その方針転換

は早かった。当時の一般的な交通需要の動きもそれを促 したようで,「従来網島片町両駅

二発着セシ旅客貨物ノ漸次湊町二変移」するようにな り,早 くも明治33年 の 「九月二至 リ

列車運転時刻 ヲ改正シ湊吋名古屋商ウ本縁 トジ運転方法 ヲ革新 シ大二旅客貨物ノ便利ヲ

謀」(傍点引用者卿 ることになったのである。

その一方,か つては,関 西鉄道により全通を見た名古屋 ・網島間の名阪連絡幹線の,大

阪側ター ミナル区間に位置づけられ整備された筋目正 しき網島線(の ち延長されて桜ノ宮

線)は,そ の後まもな く,関 西鉄道との経営対決を回避 して買収合併された旧大阪鉄道路

線の湊町 ・天王寺 ・奈良間がとって替わって名阪連絡幹線の大阪側ター ミナル区間となっ

たことにより,そ の後延長され起点となった桜ノ宮駅と共に以後の関西鉄道経営の幹線区

か らローカル線区へと格落ちして しまった。

参考までに,当 時の列車時刻表(『汽車汽船旅行案内』)をひもといて網島線(桜 ノ宮線)

の一 日の列車運行の実態を確認 しよう。名阪間連絡幹線全通後の明治32年4月 現在,網 島

発上 り列車本数は,名 古屋行5(う ち急行列車2),愛 知行1,加 茂行2,四 条畷行8と

なってお り,網 島着下 り列車 も上 りにほぼ対応 しているとみてよい。 しか し,そ の後まも

な く大阪鉄道が買収合併される一方,網 島線が延伸 して桜ノ宮線が開業 したあとの明治35

年8月 現在,同 線の運行形態は下記のように大阪(桜 ノ宮)・ 加茂間という地方的区間運転

に限局されていることがわかる。

上 り列車

下 り列車

加茂行

津田行

四条畷行

網島行

加茂発

津田発

四条畷発

4

4

9
乙

∩∠

4

4

9
乙

(うち網島発1)

(うち網島発1)

(うち網島着1)

⑳No.24,前 出e∂,p.23。
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網島発1(桜 ノ宮経由大阪行)

そこで当時の桜ノ宮線に関わる記事を営業報告か ら抄出してみると,

「明治升卜五年一月一 日ヨリ五 日迄及十五 日ヨリ十九 日迄男山八幡宮参詣者ノ為メ桜宮,

津田間ノ列車ヲ長尾迄延長ス」囎

「本年ハ網島桜ノ宮間線路連絡シ大阪市内参詣者二便利 ヲ与ヘタルニ依 リ可ナ リ賑 ヒ

タル(略)」 ㈲

「臨時列車 五月一 日ヨリ十 日迄野崎観音無縁経執行二付四条畷,桜 宮間運転ス」㈹

「臨時列車 七月十 日ヨリ九月計日迄納涼客ノ便ヲ計 リ桜宮線第三十四列車 ヲ津田迄

延長ス」㈹

「七月十 日ヨリ九月三十 日迄桜ノ宮線四条畷止ノ列車 ヲ津田迄延長運転ス」勧

等々,こ れ以後桜ノ宮線は桜ノ宮駅を起終点として関西鉄道の市内 ・近郊 レジャー輸送の

展開に新たな役割を担うようになったことがうかがえるのである。

とり残された橋台 結びに代えて

明治30年 代に入って関西鉄道が建設 ・開業 した桜ノ宮線は,一 時は名阪連絡幹線の大阪

側ター ミナル線区となったが,そ の後まもな く大阪都市圏内に在 りなが ら会社の経営戦略

か らローカル区間輸送路線網に組み込まれ,市 内 ・近郊の行楽客本位の短距離輸送サー

ヴィスの一端を担うに甘ん じるようになった。同40年 代に入 り事業主体の関西鉄道が国有

化されたあとは,桜 ノ宮線 も全国的鉄道網中の一短小線区なが ら国有鉄道としての法的規

制を受け,か つての民営時代のように独自な商事化経営にな じまな くな り,一 般市民をひ

きつける特色やメリットを失った存在となって しまった。その後まもな く同45年5月 に,

国鉄城東線京橋駅に同 じく片町線の駅廊が併設されるのと引きかえに大正2年11月,桜 ノ

宮線(放 出 ・網島 ・桜ノ宮間)は 廃止されて しまう。それにともない関西鉄道が開設 した

桜ノ宮駅 も廃止され,そ れより前に大阪鉄道が開設 し,の ち関西鉄道に移管された桜ノ宮

駅 も,昭 和期に入って進め られた国鉄城東線の高架化改築にともない廃止され,い ずれ も

駅舎の原形は失われて しまったのは先述のとお りである。

㈹No。27,前 出 励,p。38。

69No.28,明 治35年4月1日 ～ 同 年9月30日,p.29。

㈹ 同 上,p.33。

6D同 上,p.34。

㈹ 同 上,p.37。
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ただひとつ,往 時の駅周辺の面影をいまに留めるものとして,国 鉄城東線の後身にあた

るJR西 日本大阪環状線桜ノ宮駅(現 在の当駅舎 も昭和戦前の国鉄当時の ものと基本的に

は変わってお らず,大 都市の中のローカル鉄道停車場の風情を残 している)の 東方京橋寄

りの程近い線路敷の築堤の鉄橋脇南側に,か つての大阪鉄道と関西鉄道によって築造され

たと見 られる古びた煉瓦造 りの橋台が二基,現 在のJRの それと寄 り添うように並んでと

り残され,ま た,同 駅の西端部(天 満寄 り)の 現駅廊の南側に並んで私鉄時代の淀川鉄橋

の橋台および高架駅基底部と見 られる煉瓦造 りの構築物二基がやはりとり残されたまま,

すでに一世紀を風雨にさらされている。 しか し,大 阪環状線中では平素 もっとも閑散とし

たこの駅 も,一 年に二回,春 季の造幣局の桜の 「通 り抜け」と夏季の大川畔の花火のイヴェ

ントの時だけは行楽客が狭い駅の内外を埋め尽 くすのは,か つてこの桜ノ宮の駅を拠点に

独自な行楽用輸送サーヴィスに賭けた大阪鉄道,さ らには関西鉄道の経営者たちの見果て

ぬ夢の予定調和と見えな くもないのである。

桜ノ宮駅周辺の鉄道橋々台および関連施設の遺構

現在のJR西 日本大阪環状線の内廻 り電車が

走行す る鉄道橋 と,そ れ に併行 して隣接す る

旧大阪鉄道時代の もの(ツ タが一面 にか らみ

つ いてい る),お よび旧関西鉄道 時代 の もの

と推定 され る橋台遺構。(線 路南側)

■L」 」■■「 覧「L」L1『'「■■

旧浪速鉄道(片 町)線 と関西鉄道網島(桜 ノ

宮)線 との分岐点 と推定 され る地点,寝 屋川

右岸の大阪市城東区新喜多2丁 目付近。

左側が旧大阪鉄道時代の もの。右側が旧関西

鉄道の もの。((上)と 同 じものをJR線 橋梁

下か ら撮影)

現JR桜 ノ宮駅の西端 にも,前 身私鉄時代の

淀川鉄橋の橋台 と駅基底部がい まに残 る。
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明治 中期 ・私設関西鉄道桜 ノ宮線建設 と桜 ノ宮駅 々勢の展開(宇 田)

(付記)

武知 さん(私 はふだん はいつ も大阪説 りで タケ ッツァンと発 してい る)の 近畿大学定年 ご退職を記

念す る本誌に不 肖なが ら拙稿を寄せ させて頂 くことで,私 な りの祝意を表 したい と思 う。

武知 さん と私 との 出会 いは,今 か らざっと半世紀余の昔,大 阪歴史学会の近代史部会 とい うささや

かな研究者 グルー プの集 いの席上で あった。武知 さんは大阪府立大学で 日本経済史の黒羽兵治郎博士

門下,一 方私 は大阪大学で 日本経済史の宮本又次博士の はな はだ正統な らざる門下であ ったが,た ま

た ま両博士の本来の御研究分野を はじめ,ど ちらのゼ ミナール も近世が主流だ ったので,近 代を もっ

ぱ ら対象 とす る私た ちにとって より密接な問題意識を共有で きる仲間を他 に求めな ければな らなか っ

た。その意味で この近代史部会 とい うの は,政 治思想史あ り,法 制史あ り,社 会経済史あ り,労 働運

動史あ り,学 校教育史あ り,郵 便創業史あ り,日 中交渉史あ り…… と,き わめて ヴァラエテ ィに富ん

でいたおかげで,学 際的な思考が身 に付 き,特 定のイデオ ロギー に教条的 にしば られ ることな く,学

閥 ・学統 にとらわれず,自 由 に論 じ合え るな ど研究生活を続 ける上でい ろい ろとメ リッ トを享受 した

ものであ る。ただ し,武 知 さん とは,私 の方が少 々年長であ るため,近 代史部会への参加 には若干の

タイ ムラグがあ ったわ けだが,そ んな ことはお互いに部会の同志 として共通 した研究テーマでの学習

を重ねて い くうちに,い つの間にか乗 り越えて しまった。以来,現 在 に至 るまでわが国の鉄道史研究

を中心 とした学問上のパー トナー としてのおつ き合いが続いてい る。

とりわ け,私 た ちが長年月 にわた り関係 した 「東大阪市史』編纂事業では共 に編纂 ・執筆委員 とし

て苦楽を分 け合 った。 と くにその編纂方針が,現 市域を構成す る3市(布 施市 ・河内市 ・枚岡市)の

近 ・現代史(た だ し昭和42年 の3市 合併 まで)過 程を もっぱ ら取 り扱 うとい う市当局のす ぐれて行政

的な判断 に規定 された ものであ ったので,武 知 さんや私な ど近代史研究者 にとっては,ま さに腕の振

るい どころであ った。 ところで,武 知 さんは,東 大阪市域の鉄道関係史料集をすでに一冊 とりまとめ

公刊 してお られ,東 大阪の鉄道史 について も執筆 され る材料 と力量 とを持 ってお られたが,中 小工業

を地域振興のキイ ワー ドとす る東大阪市 と してはその部門 に関連す る記述 に重点を置 く必要があ り,

地方鉄道史 と並んで地場産業や中小工業の経営史の研究では関西での第一人者た る武知 さんがその関

連部章の執筆を担当 され ることとな った。結果的 に,教 育 ・文化部門担当の私 に交通史関連の執筆の

お役 目が廻 って きたわ けで,そ れだ けに私 も力を入れて,武 知 さんのお仕事 に恥 じぬ よう取 り組んだ

次第であ る。

その間,昭 和58年 には,わ が国で鉄道史 については じめての本格的研究団体 として 「鉄道史学会」

を創立す るに当た って も,武 知 さん は私た ち共 々発起 メンバーの一員 とな ってお力添え下 さり,鉄 道

史学会会長 として,関 西側か らは,私(3代 目)の あ と,二 人 目の第7代 目を勤めていただいたので

ある。

私 と同様,小 柄な武知 さんであ るが,温 厚 にして控え 目なお人柄の内に,ひ そかに豆 タンクの よう

なエネルギーを蔵 してお られ る。そ ういえば,武 知 さんの ご面相が,か の田 中角栄に似てお られ ると

感 じたの は,私 だ けか もしれない。 この ことは私の勝手な思 い込みで武知 さん ご本人 にとって不本意

かつ ご不快 きわ まることであ ろうが……。 とにか くお若 い頃か らい ろい ろな ご苦労を重ねて こられた

と聞 いて いる。大学専任教員のポ ス トに就かれた とはいえ,奈 良 ・和歌 山・京都 と地方の小 さい(?)

大学を転 々とされ,よ うや く近大の本校 に移 られ腰を落 ち着 けられた ことで,私 た ち旧友一同 もよそ

なが ら喜んでいた ところ,あ いに く大学受難期に突入 して,武 知 さん も役職上否応な しに大学行政の

第一線 に立た され,人 知れぬ ご心労 ・ご疲労 も多か った こととお察 し申 し上 げる。
い つ と こ

そ う した,き び しい大学人 と しての 日々の中で,私 など 「何 時,何 処で,ど うして書かれたのか?」

とあ きれ る程 に,地 方交通史 ・中小企業経営史 ・地場産業史(た とえば大和の製薬業な ど)に 関す る

多方面 のモ ノグラフを続 々と公刊 された のは……や は り角 栄式力行 エネルギー の所 産で はあるまい

か。 このたび,や っと本当 に平安な生活 に入 られた武知 さん は,こ れか ら本格的 にお好 きな研究を進

めて いただ き,同 学 ・後進の人 々の学問的活動を鼓舞 して もらいたい。

さて本稿は,私 の年来の研究テーマた る明治期の私設関西鉄道の経営史研究作業報告の最新の一・篇

であ る。

実 は,私 は数 年前 までの5年 間,現 在 のJR西 日本大阪環状 線の桜 ノ宮駅の南側 の高層賃貸 マ ン
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シ ョンに住んでいたが,そ のマ ンシ ョンの建 ってい る場所 こそ,か つての関西鉄道の桜 ノ宮駅の跡地

であ ると確信す るようにな った。

若い頃か ら,鉄 道 フェテ ィシス トと自覚 してい る私 にとって,当 時9階 にあ るわが家の書斎の窓か

ら,眼 下 に壮大な ジオ ラマを展望す るように,一 日中色 とりどりの8両 連結の電車が行 き交い,レ ー

ルの軋みや轟 きが立 ちのぼ って来 るの は,ひ そか に私の至福 とす るところであ った。

そんな鉄道の駅近い線路脇 に暮 らした5年 余 りの間 に,幼 児期の環境 とはおそ ろしい もので,赤 ン

坊の頃か ら母親(つ まり私の娘)に 連れ られて毎週の ように我が家 に遊び に来ていた孫(男 児)が,

いつ もヴェランダや窓辺か ら目のあた りにす る電車の雄姿(?)や ダイナ ミズ ムの とりことな り,し

だ いに物心つ くにつれ私を しの ぐ電車マニ アに育 ちつつあ り,将 来が楽 しみ というの も,桜 ノ宮駅前

暮 らしの副産物 にちが いない。

そ うした奇 しき地縁か ら,私 は自分の鉄道史研究人生の一里程標のつ もりで,ま ずはその前史 とし

ての大阪鉄道梅 田線 と桜 ノ宮駅の開設事情を とりま とめ,す で に他誌(註(1)参 照)に 発表 し,本 稿 は

その研究 シ リーズの続篇 として,関 西鉄道桜 ノ宮線の歴史を主 に取扱 った。

この拙稿が,武 知 さん と私 との長 きにわた る人間的絆を いっそ う強め,二 人の変わ らぬ学問的交情

のあか しともなれば,私 の喜び これ に過 ぐるものはな い。


